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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月29日(2017.5.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼線の表面に任意の所定パターンで紫外線硬化性樹脂の複数の接着液滴が点状に接着さ
れており，上記点状接着液滴に金属被膜付き砥粒が固定されており，上記所定パターンで
上記金属被膜付き砥粒が固定した鋼線の表面が金属系固着材により被覆されている，
　固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項２】
　上記所定パターンが上記鋼線の長手方向に繰返し現れている，
　請求項１に記載の固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項３】
　上記点状接着液滴の平均径が10μｍ以下である，
　請求項１または２に記載の固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項４】
　長手方向に隣り合う他の砥粒までの間隔が，上記砥粒の平均径の０．８倍以上である，
請求項１から３のいずれか一項に記載の固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項５】
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　上記金属被膜付き砥粒が金属被膜ダイヤモンドである，請求項１から４のいずれか一項
に記載の固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項６】
　上記金属系固着材がめっき層である，
　請求項１から５のいずれか一項に記載の固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項７】
　上記金属被膜付き砥粒の被膜に用いられる金属と上記めっき層に用いられる金属とが同
一である，請求項６に記載の固定砥粒ソーワイヤ。
【請求項８】
　鋼線の表面に任意の所定パターンで紫外線硬化性樹脂の複数の接着液滴を点状に接着し
，
　上記点状接着液滴に金属被膜付き砥粒を固定し，
　上記所定パターンで上記金属被膜付き砥粒が固定した鋼線の表面に金属系固着材を被覆
する，
　固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
【請求項９】
　上記所定パターンが上記鋼線の長手方向に繰返し現れている，
　請求項８に記載の固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
【請求項１０】
　上記点状接着液滴の平均径が10μｍ以下である，
　請求項８または９に記載の固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
【請求項１１】
　長手方向に隣り合う他の砥粒までの間隔が，上記砥粒の平均径の０．８倍以上である，
　請求項８から１０のいずれか一項に記載の固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
【請求項１２】
　上記金属被膜付き砥粒が金属被膜ダイヤモンドである，請求項８から１１のいずれか一
項に記載の固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
【請求項１３】
　上記金属系固着材がめっき層である，
　請求項８から１２のいずれか一項に記載の固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
【請求項１４】
　上記金属被膜付き砥粒の被膜に用いられる金属と上記めっき層に用いられる金属とが同
一である，
　請求項１３に記載の固定砥粒ソーワイヤの製造方法。
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